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身熊式 (第11条、第13条、第14条関係)

事 業  者  排

卜運輸株式会社
支店長 渡 退

京都主皆支店
一

則京都府/A世郡久御山町大手西一日小学西池 5-3

出 畳 削 減 計 画 書 蛭: 匿) ・変 勲

く法人に

ヤ マ

0

該当する□には、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事実者の方は、レ印の記入は不要です。

「基準年度Jと は計画期間の前年度を 「目槙年度Jと は計画期間の熊終年度をいいます。

「事業所等排出区分Jと は 京 都府内の事業所等の事業活rrlのためのエネルギーの使用にh」い発生する最皇効果ガスを、 「輸送車両排出区分Jと

は 自動車選送寄業者については使用の本拠の位置を京都市内とする車両のコF出する温宝効果ノスを、鉄道守業者については保有する貨物車両又は

旅客車両の排出する温室功県ガスを rそ の他排出区分Jと は、上記以タトの京都府内における事業所等の事業者Fllに伴い発生する温室効果〃スをい

います。

特定事業者の

主たる業種 貨物自動車運送事業

該当す る事業

者要件

菊死施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算

して1,500キロリットル以上))

▼
裏費塩畷 鶴各禄型多獣亀節 品|ま

第3,該 当事業者 (大規模連送事業者 (トラック又は

r昼斡里盤花漫婆倍寵蟹各響響綿評ザすSる
第4号該当望業者(その他の温室効果ガスの大規模排出事業

計 画 期 匿 平成 18 年 4 月 平成 20 年 3 月

基 本 方 針
ヤマ ト運輸地球温暖化防止目標

推 進 体 制 京都主管支店社会貢献課が中心となる

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

さ、工

1 8 エコ ドライブ運動 全SDにエコドライブ運動重要性を教育じ実践させる

ほ公害車導入 日V草10台  CNe革 11有 姫八

エコ ドライブ運動 車両別に年月前年の保持キPを 示し、当月の保持キHを アンブさせる

低公害事業所設置 ほ公害事業所を段置する (低公害草のみの集配実務)

温室効果ガス
の排出量等 排出区分

基準年度 (実績)
(17)年 度

(二酸化炭疎換算 〈t))

目標年度 (計画)
(19)年 度

(二期 ヒ炭素携算 (t))

削減率

(計画)
(%)

A事 業所等」F出区分 2,852 t 2849 t
-01 %

B輸 送車両排出区分 6236 t 6201         t -06 e/e

cそ の他排出区分 t t
e/e

排出合計 x■                  9088 t Ⅲ2              9,050 t -04 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
日標年度 (計画)

〈二期 骸 兼換算 くt

宗林の保全及び整備 (整備面積) ha (吸収逮) t

府内産の木材 の利用 (利用El In' (削減劇 t

自然エネルギーを利用 した電

力又は熱の供給

く発電畳) kwh (肖Ⅲ滋動 t

(熱供給畳) C」 (削減El t

グリーン電力の購入 銃 八コ 〔wh 〈肖り滅D t

肖」滋量等合計 t

差引排出量

(排出合計―削減等合Ft)

基準年 鷲 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

Ⅲ1                  9088 t (つ―( 〉々         9050 0  t 04%

特 記 事 壊 丁子当社は平成 18年 度にHV草 を10台 購入しセンターに配車予定。また乗務員に対して毎月の会議を通じてエコド

ライブ運動の重要性と実践方法を指導教育いたします。   2,実 践と致しましてはお客様に対するサービスの利便性

を向上させる為に、店舗展開及び集配車両を増加した為、電機使用量及び燃料消費量が増加しますが、温室効果ガスの

削減に取組いたします。

連 絡 先 担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

と 1

2

3


